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調査票 第４次胎内市行政改革大綱実施計画 進捗管理表 （計画期間：令和４年度～令和８年度） 
※複数課がある場合については、◎のついた課が指標を産出しています。 

１『市民協働によるまちづくり』のための改革 

区分 実施項目 実施内容 担当課 指標 令和４年度の取組内容・成果 令和５年度の取組内容・成果 令和６年度の取組内容・成果 今後の取組予定 

(1)積極的な
情報発信と
市民との情
報共有 

1 行政情報の積
極的な発信 

市報やホームペ
ージ、ＳＮＳ等で行
政情報を積極的に
わかりやすく発信
することに努め、行
政情報の見える化
を推進します。 

◎総合政策課 
 
関係課 
・総務課 
・市民生活課 
・健康づくり課 
・農林水産課 
・商工観光課 
・議会事務局 
・生涯学習課 

市報の特
集の掲載
回数（年
間） 

目標 6回 ●市報の特集 
・特定のテーマについては、市報で
特集記事を掲載し、より分かりや
すい情報発信に努めた。 

【参考】令和４年度の特集内容 
・公園へ行こう（5/1）・胎内市で暮
らす、胎内消防署の統合再編整備
計画について（8/1）・地域支え合
い（3/1） 

●公式ＳＮＳ 
・令和４年度は、29アカウントを運
営しており、１アカウント平均で
41回の更新を行った。更新の頻度
としては、樽ケ橋遊園の Facebook
や Instagramで 200 回前後の更新
を行っている一方で、更新のなか
ったアカウントも５アカウントあ
った。 

・昨年度に、行政改革推進委員会で
のリツイート等の運用についての
指摘事項について、各アカウント
での運用の可能性を確認した。 
【Facebook 14アカウント（350更
新）、Instagram ８アカウント（424
更新）、Twitter ３アカウント（388
更新）、YouTube ３アカウント(44
更新)、ブログ １サイト（更新無
し）】  

●市報の特集 

・市の魅力や市政をより身近に感じ

てもらうため、特定のテーマを掘

り下げ、分かりやすい情報発信に

努めた。［総合政策課］ 

【参考】ゴミ問題（6/1）胎内星まつ

り（8/1）ありがとう天下太平くん

（3/1）など 

●公式ＳＮＳ 
・令和５年度は、29アカウントを運
営しており、１アカウント平均で
44回の更新を行った。更新の頻度
としては、樽ケ橋遊園、地域おこし
協力隊の Facebookや Instagramで
150 回を超える更新を行っている
一方で、更新のなかったアカウン
トも５アカウントあった。 

【LINE １アカウント（48 更新）、
Facebook 13 アカウント（371 更
新）、Instagram ８アカウント（496
更新）、Ｘ（旧 Twitter） ３アカウ
ント（324更新）、YouTube ３アカ
ウント(41更新)、ブログ １サイト
（９更新）】 

●その他 
・「防災アプリ」の運用開始［総務課］ 
・たいない子育て応援アプリ「母子
モ」の運用を開始（健康づくり課） 

・LINE公式アカウントの運用を開始
［総合政策課］ 

・地域おこし協力隊による移住定住
ポータルサイト「ゆうゆう」の運用
を開始【ポータルサイト １サイト
（１更新）】［総合政策課］ 

●市報の特集 
・市の魅力や市政をより身近に感じて
もらうため、特定のテーマを掘り下
げ、分かりやすい情報発信に努め
た。 

【参考】のれんす号（6/1）中学校再編
（8/1）胎内市の歴史と文化を育ん
だのは水にあり（3/1）など 

●公式ＳＮＳ 
・令和６年度は、33アカウントを運営
しており、新たに「米粉のまち・胎
内市【公式】」「胎内市スポーツ推進
委員」「胎内市チューリップフェス
ティバル」「胎内市議会」を開始し
た。（Instagram） 

・更新の頻度の低いアカウントについ
て、運用方針の確認を行った。 

・転入時に配布する資料に、公式 LINE
のチラシを追加した。 

【LINE １アカウント（89 更新）、
Facebook 13アカウント（549更新）、
Instagram 12 アカウント（576 更
新）、Ｘ ３アカウント（273更新）、
YouTube ３アカウント(46更新)、ブ
ログ １サイト（11更新）】 

●その他 
・令和６年度から運用を開始した「防
災アプリ」について、ガラケーにも
配信を拡充した。［総務課］ 

【ポータルサイト １サイト（30 更
新）】 

●市報の特集 
・市報の特集記事につ
いて更なる充実を図
り、市の施策や事業
の内容が市民に伝わ
るよう取り組みま
す。［総合政策課ほ
か］ 

●公式ＳＮＳ 
・各 SNS の発信頻度を
上げ、よりタイムリー
な情報発信に努める。 

・更新頻度が低いアカ
ウントや、投稿が止ま
っているアカウント
については、必要性を
検証し、改善を図る。
［総合政策課］ 

R4 4回 

R5 9回 

R6 12回 

 
2 広聴機能・行

政と市民との
意見交換の機
会の充実 

ＳＮＳの活用や
タウンミーティン
グの実施など、行政
と市民の双方向で
意見交換ができる
機会の充実を図り
ます。 

◎総合政策課  タウンミ
ーティン
グ（座談
会）等の
開催回数
（年間） 

目標 － ・まちづくり協働座談会を４回開催
し、延べ 94名が参加した。対象と
しては、自治会のほか中小企業の
方々との座談会も開催した。また、
市民や市民団体・企業との懇談会・
会合についても市長が出席し意見
交換等を行った。（27件） 

・座談会の開催結果を市報やホーム
ページに掲載するとともに区長会
議などでも周知を図り、開催の呼
び掛けを行った。 

・まちづくり協働座談会を５回開催
し、延べ 54名が参加した。対象と
しては、自治会のほか、地域の団体
や高校生、大学生との座談会も開
催した。また、市民や市民団体・企
業との懇談会・会合についても市
長が出席し意見交換等を行った。
（37件） 

・座談会の開催結果を市報やホーム
ページに掲載するとともに区長会
議などでも周知を図り、開催の呼
び掛けを行った。 

・まちづくり協働座談会を２回開催
し、延べ 30名が参加した。対象とし
て胎内市商工会女性部、連合新潟下
越地域協議会胎内支部との座談会
を開催した。また、市民や市民団体・
企業との懇談会・会合についても市
長が出席し、意見交換等を行った。
（33件） 

・座談会の開催結果を市報やホームペ
ージに掲載するとともに区長会議
などでも周知を図り、開催の呼び掛
けを行った。 

 
 
 
 
 
 
 

・まちづくり協働座談
会の開催等を継続
し、まちづくりに関
し行政と市民が双方
向で意見交換できる
機会を設けていく。 

R4 31回 

R5 42回 

R6 35回 
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区分 実施項目 実施内容 担当課 指標 令和４年度の取組内容・成果 令和５年度の取組内容・成果 令和６年度の取組内容・成果 今後の取組予定 

(2)市民と共
に進めるま
ちづくり 

3 施策形成にお
ける市民参画
の機会の拡充 

市民が各種施策
の形成に参画でき
るよう、公募委員、
ワークショップ、パ
ブリックコメント
等の一層の充実を
図ります。また、各
種委員会・審議会の
公開やその議事録
の公開を進めます。 

◎総合政策課 
 
関係課 
・総務課 
・市民生活課 
・福祉介護課 
・健康づくり課 
・農林水産課 
・地域整備課 
・商工観光課 
・学校教育課 
・生涯学習課 

審議会等
の会議を
公開して
開催して
い る 割
合、ホー
ムページ
等で議事
録を公開
している
割合（非
公開とす
べき理由
があるも
の を 除
く） 

目標 いずれも 
100％ 

・市民が施策形成に参画できるよ
う、公募委員制度を設けており、
附属機関等において、令和４年度
新たに選任された公募委員は 11
名で、公募委員の累計は 13名とな
った。 

・パブリックコメントの実施件数は
１件で、その内容は胎内市安全・
安心なまちづくり推進計画素案に
関する意見聴取であった。なお、
ワークショップ等は実施されなか
った。 

・令和元年度に定めた胎内市附属機
関等の会議の公開等に関する基準
に基づき、会議の公開を推進し、
令和４年度に開催した附属機関等
の会議の公開割合は 37.0％、その
議事録の公開割合は 45.7％であ
った。 

・市民が施策形成に参画できるよう、
公募委員制度を設けており、附属
機関等において、令和５年度新た
に選任された公募委員は２名で、
公募委員の累計は 12名となった。 

・「第２次 いのちを支える胎内市自
殺対策計画」などの計画策定でパ
ブリックコメントが３件で実施さ
れた。なお、ワークショップ等は実
施されなかった。 

・胎内市附属機関等の会議の公開等
に関する基準について、周知を図
り、公開可能な会議の公開を推進
した。 

・令和５年度に開催した附属機関等

の会議の公開割合は 57.7％、その

議事録の公開割合は 66.7％であっ

た。 

・パブリックコメントを制度化し、ホ
ームページにおいて一覧表示をする
ようにした。 

・附属機関等において、令和６年度新
たに選任された公募委員は３名で、
公募委員の累計は 10名となった。 

・「胎内市立中学校の統合に関する方
針」でパブリックコメントが実施さ
れたほか、２件が実施された。なお、
ワークショップ等は実施されなかっ
た。 

・胎内市附属機関等の会議の公開等に
関する基準について、周知を図り、公
開可能な会議の公開を推進した。 

・令和６年度に開催した附属機関等の
会議の公開割合は 69.2％、その議事
録の公開割合は 73.1％であった。 

・公募委員、パブリック
コメント、ワークショ
ップ等の市民参画の
機会が、更に充実して
いけるよう、関係課に
対し各制度の周知を
図るとともに、適切な
運用を促す。 

・附属機関等の公開に
ついては、引き続き、
公開割合の向上に努
める。 

R4 37.0％ 
45.7％ 

R5 57.7％ 
66.7％ 

R6 69.2％ 
73.1％ 

 
4 協働に関する

研修会等の開
催 

協働に関する研
修会等を開催し、市
民と市職員の共通
理解の促進と協働
意識の醸成を図り
ます。 

◎総合政策課 
・総務課 

協働研修
会実施回
数（年間） 

目標 1回以上 ・新型コロナウイルス感染症の影響
により、市民向けの研修会の開催
はできなかったが、協働への理解
促進のため、市報やホームページ
等において、協働の取組事例等を
周知した。 

・職員向けには、新採用職員研修と
して協働研修を講義形式で実施し
たほか、座談会参加型の研修も実
施した。 

・令和６年３月に、地域づくり発表会

を開催し、主体的に地域づくり事

業・協働事業に取り組む団体の事

例発表や、コミュニティづくりを

テーマとした講演が行われた。こ

の会には、約 70名の参加があり、

市民や市職員が、地域づくりの多

様な手法や協働への理解を深める

機会となった。 

・職員向けには、新採用職員研修とし

て協働研修を講義形式で実施した

ほか、座談会参加型の研修も実施

した。 

・令和７年３月に、地域づくり発表会
を開催し、主体的に地域づくり事業・
協働事業に取り組む団体の事例発表
や、コミュニティづくりをテーマと
した講演が行われた。この会には、約
50名の参加があり、市民が、地域づ
くりの多様な手法や協働への理解を
深める機会となった。 

 

・市民と職員が協働に
対する理解を深めて
もらうよう、協働研修
を開催する。 

・胎内市人材育成基本
方針の目指すべき職
員像の一つである「市
民の立場に立って考
え、市民とともにまち
づくりに取り組む職
員」を目指して、一人
一人が意識を持って
取り組めるよう職員
研修を継続する。 

 

R4 0回 

R5 1回 

R6 1回 

 
5 市民活動団体

等の組織化支
援 

市民活動団体等
の組織化やＮＰＯ
法人化について支
援を行います。 

◎総合政策課 
・福祉介護課 

ＮＰＯ法
人設立数
（年間） 

目標 － ・特定非営利活動促進法の規定に基
づくＮＰＯ法人の設立認証等の事
務権限について、県から移譲を受
け、相談から認証までの業務を市
で行っており、令和４年度は２件
の設立に係る相談を受け、２件を
設立認証した（うち１件は令和５
年度に設立予定）。 

・設立後においては、合併振興基金
活用事業補助金を通じてＮＰＯ法
人が行う地域づくり事業に対し補
助金を交付する制度を設けてお
り、令和４年度実績では１事業に
交付した。 

・また、市民団体の組織化について
は、地域支え合い体制づくり補助
金を通じて、地域支え合いに係る
組織化を支援しており、令和４年
度の組織化実績は１件であった。 

・特定非営利活動促進法の規定に基
づくＮＰＯ法人の設立認証等の事
務権限について、県から移譲を受
け、相談から認証までの業務を市
で行っており、令和５年度は１件
を設立認証した。 

・設立後においては、合併振興基金活
用事業補助金を通じてＮＰＯ法人
が行う地域づくり事業に対し補助
金を交付する制度を設けている。 

・鼓岡・大長谷地区で農村型地域運営
組織を目指した「夢ビレッジ胎内
290」が新潟県と農林水産課の支援
を受け結成された。なお、地域支え
合い体制づくり補助金を通じて、
地域支え合いに係る組織化を支援
しているが、令和５年度の組織化
実績は０件であった。 

・特定非営利活動促進法の規定に基づ
くＮＰＯ法人の設立認証等の令和
６年度の相談件数は０件である。 

・設立後においては、合併振興基金活
用事業補助金を通じて、ＮＰＯ法人
が行う講演会実施事業１件、支え合
い活動事業に 1件に補助金の交付決
定を行った。 

・地域支え合い体制づくり補助金を通
じて、地域支え合いに係る組織化を
支援しており、令和６年度は、地域
福祉を担う民生委員に対し説明会
の実施、旧鼓岡・大長谷小学区の区
長に向けた個別説明を行った。 
組織化には至らなかったが、令和７
年度以降に、支え合い体制づくりに
取り組まれようとしている自治会
の意向を伺ったため、引き続き組織
化に向けた助言等を行っていきた
い。 

・ＮＰＯ法人の設立に
関し相談体制を継続
し、円滑に手続を行
えるよう支援する。 

・設立後のＮＰＯ法人
の事業に対する支援
として、合併振興基
金活用事業補助金に
よる支援を継続す
る。 

・地域支え合いの組織
化に対する支援とし
て、地域支え合い体
制づくり補助金によ
る支援を継続する。 

・新規設立の団体・法人
等が主体的に行う、
有益な地域づくりの
取組について広く紹
介するなどして、市
民団体の活動に広が
りが生まれるよう努
める。 

・地域支え合い体制づ

R4 １件 

R5 １件 

R6 0件 
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区分 実施項目 実施内容 担当課 指標 令和４年度の取組内容・成果 令和５年度の取組内容・成果 令和６年度の取組内容・成果 今後の取組予定 

くり補助金の周知の
ため、他の補助金相
談があった際に、来
庁者に提案、情報提
供を行う。 

 6 自治会・市民
活動団体等の
活動支援 

自治会・集落等や
市民活動団体が行
うまちづくり活動
に対する相談対応
の充実や望ましい
補助金等の支援の
方策を確立します。 

◎総合政策課 
 
関係課 
・福祉介護課 

合併振興
基金補助
金の交付
による活
動支援件
数（年間） 

目標 － ・自治会・集落の相談窓口を開設し、
補助制度の活用、座談会の開催な
どの各種相談に対応した。 

・自治会・集落、市民団体等が主体
的に地域活性化に取り組む事業に
対し合併振興基金活用事業補助金
を交付し、令和４年度の交付実績
は 41件（前年度比で２件増）であ
った。その中で、新たに、地域で
支え合う活動に対する補助の枠組
みとして「コミュニティ支え合い
型」を創設し、７団体に活用いた
だいた。 

・上記補助金のほかにも、集会所建
設事業補助金やコミュニティ助成
事業助成金などを通じて、自治会・
集落等に対し支援を行った。 

・地域おこし協力隊員を招致し、地
域住民とともに、地域コミュニテ
ィの活性化、地域内外の交流促進、
地域の魅力発信等の活動に取り組
んだ（３名の隊員が、大長谷、鍬
江、坂井の地域で活動した。）。 

・自治会・集落の相談窓口を開設し、
補助制度の活用、座談会の開催な
どの各種相談に対応した。 

・自治会・集落、市民団体等が主体的
に地域活性化に取り組む事業に対
し合併振興基金活用事業補助金を
交付し、令和５年度の交付実績は
40件であった。その内、「コミュニ
ティ支え合い型」については、６団
体に活用いただいた。 

・上記補助金のほかにも、集会所建設
事業補助金やコミュニティ助成事
業助成金などを通じて、自治会・集
落等に対し支援を行った。 

・中山間地域の集落においては、地域
おこし協力隊員を招致し、地域住
民とともに、地域コミュニティの
活性化、地域内外の交流促進、地域
の魅力発信等の活動に取り組んだ
（中山間地域を活動エリアとして
いる隊員としては、４名の隊員が
地域活性化に向けて活動した）。 

・自治会・集落の相談窓口を開設し、
補助制度の活用、座談会の開催など
の各種相談に対応した。 

・自治会・集落、市民団体等が主体的
に地域活性化に取り組む事業に対
し合併振興基金活用事業補助金を
交付し、令和６年度の交付実績は 45
件であった。その内、「コミュニティ
支え合い型」については、７団体に
活用いただいた。 

・上記補助金のほかにも、集会所建設
事業補助金やコミュニティ助成事
業助成金などを通じて、自治会・集
落等に対し支援を行った。 

・中山間地域の集落においては、地域
おこし協力隊員を招致し、地域住民
とともに、地域コミュニティの活性
化、地域内外の交流促進、地域の魅
力発信等の活動に取り組んだ（中山
間地域を活動エリアとしている隊
員としては、４名の隊員が地域活性
化に向けて活動した）。 

・自治会・集落の相談窓
口について、区長会
議等で相談事例を含
め周知し、地域の多
様な相談に応じてい
く。 

・合併振興基金活用事
業補助金等による支
援を継続し、市民主
体の自主的なまちづ
くり・地域づくり活
動を推進する。その
中で、令和４年度創
設のコミュニティ支
え合い型について
は、更なる周知を図
り多様な主体による
取組が促進されるよ
う努める。 

・令和７年度から、胎内
市合併振興基金活用
事業補助金を拡充
し、「自治会活動応援
型」として地域コミ
ュニティの維持・活
性化を図るため、全
行政区を対象とし
た、補助率を設けな
い自由度の高い補助
金を新設し、地域の
実情に応じた主体的
な地域活性化の取組
を後押しする。 

・地域おこし協力隊に
ついては、自治会・集
落等に対し受入れに
対する呼びかけを行
い、希望する集落へ
の導入を進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R4 41件 

R5 40件 

R6 45件 
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区分 実施項目 実施内容 担当課 指標 令和４年度の取組内容・成果 令和５年度の取組内容・成果 令和６年度の取組内容・成果 今後の取組予定 

 
7 市民と行政と

の協働事業の
創出 

市民活動団体等
と市で課題を共有
し、双方向からの協
働提案が活かされ
るようにマッチン
グの機会をつくり、
協働による事業実
施を推進します。ま
た、市が実施するさ
まざまな事業にお
いて、市民等が参加
できる場をつくり
ます。 

◎総合政策課 
 
関係課 
・総務課 
・財政課 
・市民生活課 
・福祉介護課 
・健康づくり課 
・農林水産課 
・地域整備課 
・商工観光課 
・学校教育課 
・生涯学習課 

協働事業
数 
（年間） 

目標 50事業 ・市の各部署で行った令和４年度の
協働事業数は 52事業であり、健康
づくり、介護予防、観光振興、ス
ポーツ振興など様々な分野で、協
働による取組が実施された。 

・新発田市・胎内市・聖籠町の定住
自立圏の取組として、「市民団体と
つながるハンドブック」を作成し、
市民団体の活動や連携できる事項
を紹介する取組を行った。 

・市報に、ボランティア活動や地域
活性化に取り組んでいる人や団体
の想いを紹介するコーナー「私の
原動力。」を掲載し、市民に広く周
知した。 

・市の各部署で行った令和５年度の
協働事業数は 60事業であり、健康
づくり、介護予防、観光振興、スポ
ーツ振興など様々な分野で、協働
による取組が実施された。 

・新発田市・胎内市・聖籠町の定住自
立圏の取組として、「市民団体とつ
ながるハンドブック」を作成し、市
民団体の活動や連携できる事項を
紹介する取組を行った。 

・市報に、ボランティア活動や地域活
性化に取り組んでいる人や団体の
想いを紹介するコーナー「私の原
動力。」を掲載し、市民に広く周知
した。 

・合併振興基金活用事業補助金（行政
提案型）については、１事業を実施
した。 

・令和６年３月に、地域づくり発表会

を開催し、主体的に地域づくり事

業・協働事業に取り組む団体の事

例発表や、コミュニティづくりを

テーマとした講演が行われた。こ

の会には、約 70名が参加し、市民

や市職員が、地域づくりの多様な

手法や協働への理解を深める機会

となった。【再掲】 

・市の各部署で行った令和６年度の協
働事業数は 65事業であり、健康づく
り、介護予防、観光振興、スポーツ
振興など様々な分野で、協働による
取組が実施された。 

・新発田市・胎内市・聖籠町の定住自
立圏の取組として、「市民団体とつ
ながるハンドブック」を作成し、市
民団体の活動や連携できる事項を
紹介する取組を行った。 

・市報に、ボランティア活動や地域活
性化に取り組んでいる人や団体の
想いを紹介するコーナー「私の原動
力。」を掲載し、市民に広く周知し
た。 

・合併振興基金活用事業補助金（行政
提案型）については、2 事業を実施
した。 

・令和７年３月に、地域づくり発表会
を開催し、主体的に地域づくり事
業・協働事業に取り組む団体の事例
発表や、コミュニティづくりをテー
マとした講演が行われた。この会に
は、約 50名が参加し、市民や市職員
が、地域づくりの多様な手法や協働
への理解を深める機会となった。
【再掲】 

・合併振興基金活用事
業補助金において、
市が事業概要を定
め、市民団体が具体
的な企画及び実施を
行う「行政提案型事
業」を通じて、市民と
行政との協働事業を
創出する。 

・「つながるハンドブッ
ク」、「私の原動力。」
や「地域づくり発表
会」の取組を継続し、
市民団体等の活動や
想いを広く紹介し、
活動を始めるきっか
け作りや、連携のき
っかけ作りにつなげ
る。また、地域づくり
活動支援情報「マチ
づくナビ」を通じて
市民団体等の活動に
有益な情報を提供し
ていく。 

・まちづくり協働座談
会等の開催を通じ
て、協働のまちづく
りに向けて、市民と
行政が一緒に話し合
い、考える機会を設
けていく。 

 

R4 52事業 

R5 60事業 

R6 65事業 
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2 『選択と集中及び未来への投資を理念とした行財政運営』のための改革 

区分 実施項目 実施内容 担当課 指標 令和４年度の取組内容・成果 令和５年度の取組内容・成果 令和６年度の取組内容・成果 今後の取組予定 

(1)行政目的
をかなえる
ための予算
編成 

8 財政状況の周
知 

市の財政見通し
等について市民及
び職員に周知する
とともに、職員一人
一人に事業の選択
と集中、見直し、改
善等の必要性につ
いての意識付けを
行います。 

◎財政課 
・総合政策課 

市報への財政
情報の掲載回
数（年間） 

目標 － 市民への周知として以下の情報
を公開した。 
・市の予算、決算について市報で
公表 

・法に基づく財政事情の公表（ホ
ームページ）、財政健全化判断
比率等（令和３年度分）の公表
（市報、ホームページ） 

・財政状況資料集（令和３年度
分）、財務諸表（令和２年度決
算分）の公表（ホームページ） 

・令和５年度当初予算編成方針
を公表（ホームページ） 

・職員に向けては、新採用職員研
修において市の財政状況を取
り巻く諸問題や財政状況につ
いて説明を行った。 

市民への周知として以下の情
報を公開した。 
・市の予算、決算について市報
で公表 

・法に基づく財政事情の公表
（ホームページ）、財政健全
化判断比率等（令和４年度
分）の公表（市報、ホームペ
ージ） 

・財政状況資料集（令和４年度
分）、財務諸表（令和３年度
決算分）の公表（ホームペー
ジ） 

・令和６年度当初予算編成方
針を公表（ホームページ） 

・職員に向けては、新採用職員
研修において市の財政状況
を取り巻く諸問題や財政状
況について説明を行った。 

市民への周知として以下の情報を公開し
た。 
・令和７年度当初予算編成方針（ホームペ
ージ（HP））、令和７年度予算（市報・HP）
を公表した。 

・令和６年度補正予算（HP）の公表を開始
した。 

・令和５年度決算、財政健全化判断比率等
（HP）を公表した。 

・地方自治法に基づく財政事情（HP）、令
和５年度財政状況資料集（HP）、令和４
年度財務諸表（HP）を公表した。 

・新採用職員研修において、財政の基礎知
識や市の財政状況、コスト意識の必要
性等について説明を行った。[財政課] 

・係長級研修において、市の財政状況や財
政分野における専門用語の解説等を行
った。[財政課] 

・これまでの取組を継続し
て行くほか、防災行政無
線システム再整備事業
や中条小学校改築事業
等の大規模事業が財政
計画へ与える影響を確
認し、必要に応じ職員等
へ周知を行う。[財政課] 

R4 3回 

R5 3回 

R6 2回 

 
9 事業計画に基

づく長期的な
予算管理 

未来への投資が
計画的に行われる
ように、中長期的視
点を持った予算管
理を行います。（公
共建築物・インフラ
の計画的な維持、主
要事業に関する長
期計画の管理等） 

◎財政課 
 
関係課 
・総務課 
・市民生活課 
・地域整備課 
・学校教育課 
・生涯学習課 

－ 目標 － ・１計画策定（計画期間 R5～） 
第３次胎内市地球温暖化防止
実行計画（事務事業編）を策定 

・長寿命化計画等による実施工
事等 

 胎内市ストックマネジメント
計画に基づき、上下水道課で
は管路施設の腐食等を確認す
る施設点検調査を実施し、陥
没などの事故未然防止を行っ
た。（3,190千円） 

 産業文化会館長寿命化計画に
基づき照明のＬＥＤ化工事な
どを実施し施設の耐久性を保
全することができた。（96,400
千円） 

 胎内市舗装修繕計画（個別施設
計画）に基づき、市道西本町・
高畑・笹口浜線舗装補修工事
を実施し交通の安全を図るこ
とができた。（25,432千円） 

・第３次胎内市地球温暖化防
止実行計画による実施工事
等 
胎内市役所本庁舎ＬＥＤ化
工事（72,784千円）［総務課］ 

・長寿命化計画等による実施
工事等 

 産業文化会館長寿命化事業
（56,139千円） 

・橋梁長寿命化計画  
点検 67 橋  補修工事１橋
［地域整備課］ 

・胎内市スポーツ施設長寿命
化計画、胎内市文化施設長
寿命化計画を令和６年３月
に新たに策定した。［生涯学
習課］ 

・胎内市市営住宅等長寿化計画に基づき、
市営住宅４号棟の屋上防水・外壁改修
を実施。[地域整備課] 

・２巡目の橋梁点検結果に基づき、胎内市
橋梁長寿命化計画の見直しを実施。 

・市道橋９橋の修繕を実施。[地域整備課] 
・第３次胎内市地球温暖化防止実行計画
に基づき、中条小学校改築事業（太陽光
発電設備）を実施。[学校教育課] 

・胎内市市営住宅等長寿化計画に基づき、
市営住宅４号棟の屋上防水・外壁改修
を実施。[地域整備課] 

・胎内市スポーツ施設長寿命化計画、胎内
市文化施設長寿命化計画に基づき、環
境改善センター整備事業、サンビレッ
ジ中条整備事業を実施。[生涯学習課] 

・橋梁長寿命化計画 
臨時点検１橋（保谷橋）、橋梁修繕工事
８橋を実施。 
次期橋梁長寿命化修繕計画策定業務委
託を実施。［地域整備課］ 

・財政計画（令和４年度～
令和８年度）について
は、生涯学習施設の整備
や中学校の再編など、将
来における大規模事業
の見通しを最大限考慮
した上で、令和９年度以
降の新たな計画を策定
します。また、公共施設
等総合管理計画につい
ては、社会情勢の変化等
に応じて、個別施設計画
（長寿命化計画）を含
め、適宜見直しを行う。
[財政課] 

R4 － 

R5 － 

R6 － 

 
 
 
 
 
  

10 行政評価を活
用した事業の
見直し 

行政評価結果を、
予算配分や事業の
存廃に活用します。
また、厳しい財政状
況の中、持続的かつ
安定的に行財政運
営を行っていくた
め、各種事業を見直
し、歳入に見合った
事業推進を図りま
す。 

◎財政課 
・総合政策課 

見直しを実施
し た 事 業 数
（年間） 

目標 － ・令和４年度の行政評価では、翌
年度予算に反映できる事業見
直しはなかった。しかし、検討
すべき事項が確認された事業
については、次年度の行政評
価において点検する。 

・事務事業の指標について、事業
の進捗等を図れる指標に見直
した。（産出指標４指標、成果
指標９指標） 

・令和５年度の行政評価では、
翌年度予算に反映できる事
業見直しはなかった。しか
し、検討すべき事項が確認
された事業については、次
年度の行政評価において点
検する。 

・令和６年度の行政評価では、翌年度予算
に大きく反映できる見直しはなかった
が、福祉介護課の敬老事業については、
より多くの方々に敬老の祝意をお伝え
できるよう、令和７年度から「敬老お祝
いクーポン券及び記念品の贈呈」とい
う形に移行する。[財政課] 

・効果的な事業見直し方法
について検討しながら、
事業費の削減に向けた
事業見直しを進める。
[財政課] 

R4 0件 

R5 0件 

R6 1件 
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区分 実施項目 実施内容 担当課 指標 令和４年度の取組内容・成果 令和５年度の取組内容・成果 令和６年度の取組内容・成果 今後の取組予定 

 
  

11 補助事業の効
果検証と見直
し 

補 助 金 に つ い
て、行政の責任分
野、経費負担のあ
り方、費用対効果
を検証の上、必要
に応じて廃止、統
合・再編、減額、終
期設定等の見直し
を行います。 

◎総合政策課 
・財政課  

見直しを実施
した補助金の
数（年間） 

目標 － ・行政評価を通じて補助金の必要
性効果等を確認したほか、担当
部署等においても見直しを行っ
た。 

・自主防災組織育成事業補助金に
ついて、同一団体への連続交付
の効果等を検証し、防災資機材
等の整備や自主防災活動が余り
進んでいない組織に、より多く
の補助が受けられるよう、申請
回数２回目以降３回目までと４
回目以降の補助限度額を区分し
た。 

・令和４年度中に「中小企業・小規
模企業振興基本計画検討委員
会」にて「胎内市中小企業等支
援事業補助金」の効果等を検証
し、対象経費、補助上限額、申請
条件を改正した。 

・「補助金等のあり方に関する
ガイドライン」に基づき補
助金の事業効果検証及び補
助金等の見直しに関する基
準に基づく確認を行った。 

・国の重点支援地方交付金を
財源とした補助事業３件に
ついて、減額の見直しを行
った。 

・住宅リフォーム補助金を令和５年度で
終了した。 

・ガイドラインに基づき、
適正に補助金制度が運
用されるよう行政評価
等を通じて必要に応じ
て見直しを行っていく。 

R4 2件 

R5 3件 

R6 1件 

(2)歳入にお
ける財源の
確保 

12 市税等の収納
率向上 

市税等の収納率
を高水準に維持す
る方策を検討しま
す。 

税務課  市税徴収率 目標 97.31％ ・預貯金調査、給与照会等により
滞納者の実態把握と原因分析を
行い、差押等の滞納処分を実施
した。 

 市税徴収率 
R4 97.36%  

市税滞納繰越額 
R4 103,765千円 

・徴収技術の向上を図るため、新
潟県や新潟県地方税徴収機構
参加市町村が主催する研修会
に参加した。 

・納税通知書発送時に口座振替利
用促進チラシを同封した。 

・預貯金調査、給与照会等によ
り滞納者の実態把握と原因
分析を行い、滞納処分又は
滞納処分の執行停止を実施
した。[税務課] 

 市税徴収率 
R5 97.07%  

市税滞納繰越額 
R5 106,551千円 

・滞納者の実態を把握するた
め臨戸訪問を強化。 

・徴収技術の向上を図るため
新潟県や新潟県地方税徴収
機構参加市町村が主催する
研修会に参加した。 

・口座振替利用促進を図るた
め納税通知書発送時等の封
筒に印刷した。 

・催告書、呼出書、預貯金調査、給与照会
等により滞納者の実態把握を行い、納
税誓約、滞納処分の実施又は滞納処分
の執行停止予定者の確認をした。[税務
課] 

 市税徴収率 
R6 97.32%  

 市税滞納繰越額 
R6 98,046千円 

・徴収技術の向上を図るため新潟県地方
税徴収機構新発田・岩船地区特別徴収
対策班月例会議に参加した。 

・口座振替利用促進を図るため納税通知
書発送時等の封筒に印刷した。 

・当市の市税の徴収率は、
令和６年度の徴収実績
で県内 30市町村中 14位
（前年度 17 位）であっ
た。引き続き徴収率の向
上のため次のことを実
施する。 

・滞納整理の早期着手の実
施。 

・滞納者の実態把握と原因
分析を継続する。 

・賦課側と連携を強化し、
効率的な滞納整理を行
う。 

・口座振替の利用促進を引
き続き実施する。 

R4 97.36％ 

R5 97.07％ 
 

R6 97.32％ 

 
13 納付しやすい

環境の整備 
電子申請・電子

納付の導入につい
て検討し、市税等
を納付しやすい環
境を整備します。 

税務課 実施している
利便性向上策 

目標 － ・納付しやすい環境づくりに向け
次のことを実施した。 

・軽自動車税関係手続の電子化を
行った。 

・地方税共通納税システムにおい
て地方税の統一ＱＲコードが令
和５年度から開始する予定のた
め情報収集を行った 

・国が進めている「地方公共団体
情報システム標準化」に対する
情報の収集を行った。 

・コンビニ及びＭＭＫ（マルチメ
ディア端末）設置店での収納の
周知（継続） 

【参考（利用率等）】 
・コンビニ収納利用率 R4 38.4%（2
億 2,805万円） 

・夜間窓口を開設（50 回）234 名
利用（330万円） 

・地方税共通納税システムによる
オンライン納付は、市県民税特

・納付しやすい環境づくりに
向け次のことを実施した。 

・軽自動車税関係手続の電子
化。[税務課] 

・地方税共通納税システムに
おける地方税統一ＱＲコー
ド利用の税目拡大。 

・国が進めている「地方公共団
体情報システム標準化」に
対する情報の収集を行っ
た。 

・コンビニ及びＭＭＫ（マルチ
メディア端末）設置店での
収納の周知（継続） 

【参考（利用率等）】 
・コンビニ収納利用率（自主納
付のうち） R5 39.72%（2億
4,275万円） 

・夜間窓口を開設（49回）303
名利用（441万円） 

・地方税共通納税システムに

・納付しやすい環境づくりに向け次のこ
とを実施した。 

・軽自動車税関係手続の電子化。[税務課] 
・電子申告等サービス「eLTAX」を利用し
て法人市民税の申告、給与支払報告書
の提出、償却資産の申告の周知を行っ
た。（継続）。 

・地方税統一ＱＲコードを利用した収納
の周知（継続） 

・コンビニ及びＭＭＫ（マルチメディア端
末）設置店での収納の周知（継続） 

【参考（利用率等）】 
・コンビニ収納（特別徴収を除く自主納付
のうち） R6 40.91% 

・共通納税システムによる納付 9,432件、
21.01％ 

・夜間窓口を開設（51回）342名利用（532
万円） 

・令和７年に実施予定のシステム改修に
向け、国が進めている「地方公共団体情
報システム標準化」に対する情報の収

・利便性向上策を引き続き
検討・実施する。 

・令和７年に実施予定のシ
ステム改修に向け、国が
進めている「地方公共団
体情報システム標準化」
に対する情報の収集を
引き続き行う。[総合政
策課・税務課] 

 

R4 3件 

R5 3件 

R6 3件 
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別徴収（1,509件）8,910万円、
法人住民税（114 件）18,115 万
円（ともに本税のみ） 

よるオンライン納付は、市
県民税特別徴収（2,383件）
13,486 万円、法人住民税
（174件）15,582万円、市県
民税普通徴収+固定資産税+
軽自動車税+国民健康保険
税（R5年度から）（8,135件）
98,478万円 

集を引き続き行う。[総合政策課・税務
課] 

 
14 遊休財産の利

活用 
廃止施設や遊休

地・未利用地等の
市有財産の売却・
貸付等による財源
の確保に取り組み
ます。 

財政課  遊休財産の売
却・貸付件数 

目標 － ・令和４年度は４件の土地売却で
12,397千円の収入があった。面
積では 6,847.32 ㎡の売却を行
った。その他には、不要となっ
たチーズ製造用備品を売却し
880千円の収入があった。 

・令和５年度は４件の土地売
却で 1,926 千円の収入があ
った。面積では 1,158.91㎡
の売却を行った。その他に
は、不要となったホイール
ローダー等重機４件を売却
し、8,162千円の収入があっ
た。 

・土地２件（面積合計 1,174.01㎡）を売
却し、14,926千円の売却を行った。 

・不用となった車両２台（マイクロバス１
台、幼児用バス１台）を売却し、1,971
千円の収入があった。 

・遊休財産の売却・貸付を
継続して検討・実施す
る。 R4 5件 

R5 8件 

R6 4件 

 
15 市税以外の新

たな財源の確
保と拡充 

ふるさと納税、
企業版ふるさと納
税やクラウドファ
ンディング等各種
制度を活用した財
源の確保について
検討します。 

◎総合政策課 
・財政課 

ふるさと納税
による収入額 
企業版ふるさ
と納税・クラ
ウドファンデ
ィング等の実
施件数 

目標 ― ・ふるさと納税について、
パンフレット作成やＳ
ＮＳを活用した認知度
向上に努めた。 

・ふるさと納税の寄附金収
入が 21 億 3,138 万円と
なった。（前年度比 3 億
1,911万円減 13％減） 

・企業版ふるさと納税につ
いて、メニュー化したこ
とで寄附企業にとって
寄附しやすい環境を整
えたほか、マッチング支
援業務委託により、大幅
な伸びとなった。14件、
4,680万円 

・ふるさと納税について、胎内
DEERS 応援寄附など新たな
返礼品を登録し寄附者の選
択の幅を広げた。 

・ふるさと納税の寄附金収入
が 22億 666万 5千円となっ
た。（前年度比 75,284 千円
増 3.5％増） 

・令和５年 10月以降の制度厳
格化対応のため、寄附額に
対応する返礼品率の見直
し、送料の見直しなどを行
い経費の削減を行った。 

・企業版ふるさと納税につい
て、引き続き寄附しやすい
環境を整備し９件、1,570万
円があった。 

・ふるさと納税の寄附金収入が 26 億
1,324 万 7 千円となった。（前年度比 4
億 658万 2千円増 18.4％増） 

・ふるさと納税事業者向け説明会を行い、
既参加事業者の意識向上および新規事
業者の参画を促進した。 

・企業版ふるさと納税について、引き続き
寄附しやすい環境を整備し 15件、現金
1,900万円、物納 1,097万 8千円相当の
寄附があった。 

・ふるさと納税、企業版ふ
るさと納税について、引
き続き、真に本市を大切
に思って寄附していた
だけるよう、認知度向上
等の取組を進めていく。 
また、返礼品の充実を図
るとともに、寄附者の要
望に応えられるよう返
礼品の数量を確保する
よう努める。 

R4 ふるさと納税 

2,131,381千円 

企業版ふるさと納税 

46,800千円 

14件 

R5 ふるさと納税 

2,206,665千円 

企業版ふるさと納税 

15,700千円 

9件 

R6 ふるさと納税 

2,613,247千円 

企業版ふるさと納税 

 現金 

19,000千円 

物納 

10,978千円相当 

合計 15件  
16 受益者負担や

給付金の妥当
性検証と適正
化 

各種使用料・手
数料や給付金につ
いて、給付と負担
のバランス等に配
慮した妥当性を検
証し、必要に応じ
て適正化を図りま
す。 

◎総合政策課 
・財政課 
・地域整備課 
・生涯学習課 

見直しの実施
数（年間） 

目標 － ・物価の高騰など社会情勢の変化
を注視し使用料等の負担のバラ
ンスを検討したが、令和４年度
においては使用料等の改正を行
ったものはなかった。 

・ライフル射撃場の利用形態
変更に伴い、使用料を変更
した。[財政課（生涯学習
課）] 

・中条駅東口広場内に設置し
ている自動車駐車場の運営
に係る維持管理費が増加し
ていることから、駐車料金
を改定した。[財政課（地域
整備課）] 

・笹口浜公園内にナイター照
明を新たに設置したことに
伴い、使用料を１時間当た
り 1,000円と設定した。[財
政課（地域整備課）] 

 

・クアハウスたいないの談話室の使用料
を新たに設定したほか、多目的室につ
いて正式に使用料を定めた。[財政課
（商工観光課）] 

・物価高騰の状況や社会情
勢を注視し、受益者負担
や給付額の妥当性を検
証し各種使用料・手数料
や給付金の適正化を図
る。 

R4 0件 

R5 2件 

R6 1件 

(3)歳出にお
ける効率的
な執行 

17 合理的で無駄
のない予算執
行 

ある予算をある
がままに執行する
のではなく、コス
ト感覚を意識して
効果的に執行する
ための方策等につ
いて検討します。 

財政課 － 目標 － ・新採用職員研修においてコスト
意識等の必要性などを説明し
た。 

・新採用職員研修においてコ
スト意識等の必要性などを
説明した。 

・新採用職員研修において、財政の基礎知
識や市の財政状況、コスト意識の必要
性等について説明を行った。（再掲） 

・適正な予算執行への周知
徹底を、新採用職員に限
らず全職員へ行う。 R4 － 

R5 － 

R6 － 
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18 費用対効果の
検証 

事業実施による
費用対効果を評
価・検証する体制
を構築します。 

◎総合政策課 
・財政課 

－ 目標 － ・行政評価において一部の事業で
単位当たりコストを試算した。 

・行政評価において一部の事
業で単位当たりコストを試
算した。 

・「補助金等のあり方に関する
ガイドライン」に基づき補
助金の事業効果検証を実施
した。 

・行政評価において、一部の事業で単位当
たりコストを試算した。 

・行政評価等において、よ
り実効的に各事業の費
用対効果を検証する方
法を検討する。 

R4 － 

R5 － 

R6 － 

(4)民間活力
の導入 

19 民間活力の導
入推進 

利用者の利便性
やコストを勘案し
ながら、民間委託・
指定管理者制度の
ほか、ＰＰＰ／Ｐ
ＦＩ、コンセッシ
ョン方式などによ
る整備・運営方法
の導入を検討しま
す。 

◎総合政策課 
 
関係課 
・財政課 
・生涯学習課ほ
か 

－ 目標 － ・胎内市指定管理者制度運用指針
（胎内市指定管理者制度ガイド
ライン）を令和４年５月に策定
した。 

・生涯学習施設整備構想において
ＰＰＰ/ＰＦＩ等の検討を行っ
た。 

・指定管理を 65施設で導入し、指
定管理施設モニタリング評価を
全施設で実施した。 

・令和５年３月に市立黒川保育園
を廃止し、社会福祉法人きすげ
福祉会へ保育園の運営主体を移
行した。 

・生涯学習施設整備ＰＴの会
議を開催（１回）、国土交通
省等が主催するＰＰＰ/Ｐ
ＦＩ関連勉強会に参加（４
回）、コンサルタントとの相
談（１回）を実施した。 

・にいがたＰＰＰ/ＰＦＩ研究
フォーラムに参加（１回）し
た。（総合政策課・生涯学習
課） 

・生涯学習施設整備計画を令
和６年３月に策定した。（生
涯学習課） 

・指定管理を 65 施設で導入
し、指定管理施設モニタリ
ング評価を全施設で実施し
た。 

 

・生涯学習施設整備ＰＴの会議を開催（４
回）、国土交通省等が主催するＰＰＰ/
ＰＦＩ関連勉強会に参加（４回）、コン
サルタントとの相談（１回）を実施し
た。[生涯学習課] 

・胎内市生涯学習施設整備検討に係るサ
ウンディング型市場調査を実施した。
[生涯学習課] 

・にいがたＰＰＰ/ＰＦＩ研究フォーラム
に参加した。［総合政策課・生涯学習課] 

・指定管理を 65施設で導入し、指定管理
施設モニタリング評価を全施設で実施
した。 

 

・指定管理施設モニタリン
グ評価を引き続き実施
し、適正な管理やサービ
ス内容の改善等に努め
ていく。 

・市の直営施設における民
間委託の可能性につい
て、行政評価等を通じて
検討を行う。 

・胎内市認可保育園等再編
計画に基づき、公立園の
民営化を進める。 

R4 － 

R5 － 

R6 － 
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区分 実施項目 実施内容 担当課 指標 令和４年度の取組内容・成果 令和５年度の取組内容・成果 令和６年度の取組内容・成果 今後の取組予定 

(5)公営企業
等の健全経
営 

20 公営企業等の経営改
善 

第三セクターを含
む公営企業等につい
て、中長期的な視点
に立って健全経営を
行います。また、必
要に応じて廃止・統
合等も検討します。 

◎上下水道課 
◎農林水産課 
◎商工観光課 

公営企業（公共下
水道事業・農業集
落排水事業・水道
事業・簡易水道事
業・工業用水道事
業）等の①総収支
比率（％）、②総
収益の一般会計
繰入金割合（％） 

目標 － ・施設の維持管理費削減のた
め、農業集落排水事業の中条
乙地区及び黒川地区について
は、公共下水道の処理施設で
ある中条浄化センターに接続
し、公共下水道事業と統合す
ることを決定した。 

・農業集落排水事業（中条乙・
黒川地区）について、公共下
水道に接続するための協議を
関係機関と行い同意を得るこ
とができた。 

・農業集落排水事業では、公共下
水道への統合に伴う農業集落
排水施設（中条乙及び黒川地
区）の財産処分を行った。 

・公共下水道事業では、農業集落
排水（中条乙及び黒川地区）を
公共下水道に統合することに
伴う都市計画下水道及び公共
下水道事業計画の見直しに係
る全体計画の変更を行った。 

・上下水道事業の経
営戦略及び第三セ
クター等経営健全
化方針に基づき、公
営企業・第三セクタ
ーの効率化・経営健
全化を図っていく。 

R4 公共①127.30 
② 36.47 

農排①132.44 
② 43.14 

水道①123.29 
② 0.02 

簡水①117.14 
②  3.83 

工水①125.42 
②  0.89 

R5 公共①131.92 
② 37.74 

農排①138.80 
② 44.80 

水道①125.20 
②  0.01 

簡水①111.13 
②  5.93 

工水①115.13 
②  0.67 

R6 公共①125.87 
② 37.32 

農排①122.10 
② 48.16 

水道①119.62 
②  0.04 

簡水①119.10 
②  8.83 

工水①114.88 
②  0.40  

第三セクター（新
潟製粉(株)・新潟
フルーツパーク
(株)・胎内高原ハ
ウス(株)・(株)胎
内リゾート）の経
常利益（千円） 

目標 ― ・地域産業振興事業特別会計に
ついて、経営戦略に基づき米
粉処理加工施設を新潟製粉株
式会社との委託業務を終了し
施設の無償貸付契約を行っ
た。 

・新潟フルーツパーク㈱につい
て、ワイン原料の安定供給に
向け、ブドウの木の植栽を行
った。 

・胎内高原ハウス㈱について、
施設の改修計画を立て一部修
繕を行った。 

・㈱胎内リゾートの取締役会等
を通じ、運営の健全化に向け
た課題を共有した。 

・新潟製粉㈱：令和４年度で委
託業務を終了した。[農林水産
課] 

・新潟フルーツパーク㈱：加工
用ブドウの増産に向けて、計
画的な植栽を行い、地域おこ
し協力隊を招致した。収穫量
については、天候に恵まれ、
前年の倍以上となる 18 トン
を超えた。[農林水産課] 

・胎内高原ハウス㈱：月１回の
定期的なミーティングを行う
ことにより、販路確保に向け
た取組状況、販売数・売上の
確認を共有する体制を構築し
た。[農林水産課] 

・㈱胎内リゾートから中長期的
なビジョンが示された。それ
に基づき経営の改善を図っ
た。[商工観光課] 

・㈱胎内リゾートの取締役会を通
じ課題の共有及び経営の改善
を図った。１月中旬から３月上
旬までの閑散期間に休館日を
設け、人件費・電気料等の経費
の節減を図った。[商工観光課] 

・新潟製粉㈱：令和７年７月１日
の無償譲渡（土地・建物）に向
け国県への手続き及び新潟製
粉㈱との協議を進め、令和７年
第１回市議会定例会で無償譲
渡について議決をいただいた。
[農林水産課] 

・新潟フルーツパーク㈱：加工用
ブドウを 1,500本植栽した。定
期的なミーティングを行い、加
工用ブドウの木の適正管理に
努めた。[農林水産課] 

・胎内高原ハウス㈱：販路確保に
向けた取組状況、販売数・売上
の確認を共有するため、月１回
の定期的なミーティングを実
施したほか、事務継続に向けた
支援を実施した。[農林水産課] 

・㈱胎内リゾートの
取締役会を通じ、経
営の改善を図る。
[商工観光課] 

・新潟フルーツパー
ク㈱：胎内高原ワイ
ナリーの需要に応
えられるよう加工
用ブドウの適正な
管理、計画的な植栽
を実施する。 

・新潟製粉㈱：令和７
年７月１日の無償
譲渡に向けた契約
を締結する。[農林
水産課] 

・胎内高原ハウス㈱：
売上向上等に向け
て事務の支援等を
実施する。[農林水
産課] 

R4 新潟製粉 
70,733千円 

新潟フル 
11,937千円 

胎内高原 
△66,839千円 

胎内リゾ 
7,397千円 

R5 新潟製粉 
65,545千円 

新潟フル 
14,462千円 

胎内高原 
△45,465千円 

胎内リゾ 
1,416千円 

R6 新潟製粉 
63,648千円 

新潟フル 
13,526千円 

胎内高原 
△45,758千円 
胎内リゾ 
△15,479千円 
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3 『総合計画の全ての施策を着実に実施する組織体制の構築』のための改革 

区分 実施項目 実施内容 担当課 指標 令和４年度の取組内容・成果 令和５年度の取組内容・成果 令和６年度の取組内容・成果 今後の取組予定 

(1)総合計画
の方向性に
沿った組織
づくり 

21 重要課題の解
決に向けたプ
ロジェクトチ
ームの構築 

若手職員や女性職
員も積極的に起用し
ながら組織横断的な
プロジェクトチーム
を編成して、重要な市
政課題に対応します。 

◎総合政策課 
・総務課 

プロジェクト
チーム数（当
該年度に開催
した 
もの） 

目標 － ・プロジェクトチームを４チ
ーム設置し、各課題について
検討を行った。全体として 46
名中 15 名の女性が検討チー
ム参加した。（人事評価制度、
地方公務員の定年引上げに
関する検討、生涯学習施設整
備構想、内部情報システム導
入） 

・プロジェクトチームを４チー

ム設置し、各課題について検

討を行った。全体として 39名

中 14 名の女性が検討チーム

参加した。（地域コミュニティ

検討、生涯学習施設整備構想、

人事評価検討、地方公務員の

定年引上げに関する検討） 

・プロジェクトチームを７チーム
設置し、各課題について検討を実
施。65名中 11名の女性がチーム
に参加した。（本町通り商店街活
性化、合併 20周年記念事業検討、
胎内市生涯学習施設検討、公共施
設 LED化推進） 

・各プロジェクトチームは継続
的に検討を実施予定である。 

R4 4チーム 

R5 4チーム 

R6 7チーム 

 
22 職員数の管理

と適正な人員
配置 

業務量と職員数等
のバランスを考慮し
て、適正な人員配置を
行います。また、有為
な人材の確保に向け、
手法を工夫しながら
採用を行います。 

総務課 職員数 目標 － ・豪雨災害対応に対応するた
め、兼務を発令し職員体制を
整えた。 

・新型コロナワクチン集団接
種の終了に伴いコロナワク
チン接種推進係を廃止し庶
務係と統合した。 

・新型コロナウイルス及び豪
雨災害対応に関する兼務発
令は令和４年度中に解除し
た。 

・職員数の実績 342名 

・定年引上げ制度の導入に係
り、プロジェクトチームにお
いて 60 歳超の職員の処遇の
審議を行い、人員配置基準を
整理した。 

・「高齢者の保険事業と介護予
防の一体的実施」の本格実施
と「地域包括センターみらい」
の外部委託を勘案し、必要人
員を整理し、令和６年４月に
健康長寿推進係を設置した。 

・職員数の実績は 340名 

・業務量調査を実施し、業務量と職
員数等のバランスを勘案し人員
の配置を行った。 

・令和６年４月に第２次胎内市定
員管理計画を策定した。 

・より専門性の高い防災行政の実
現に向け組織体制を見直し、防災
対策室とその下部組織となる防
災係及び消防・防災係を設置し
た。 

・職員数の実績は 334名 

・特定事業主行動計画策定・評
価委員会において、仕事と子
育ての両立支援のため、目標
値や取組内容について確認
し、サポート体制の整備に努
める。 

・行政評価とリンクした業務量
等の調査や新たな定員管理計
画に基づき、適正な人員配置、
人材確保、職員数の管理に努
める。[総務課] 

・業務量調査を実施し、業務量
と職員数等のバランスを勘案
し人員の配置を行う。[総務
課] 

・人口減少対応、業務効率向上
の観点から、組織体制の適宜
見直しを行う。[総務課] 

・定年引上げに伴い退職者数と
年齢構成のバランスに配慮し
つつ、採用を行う。[総務課] 

・デジタル化の進捗と並行して
デジタル人材の育成・採用を
含めた総合的な人員配置を行
う。[総務課] 

R4 342名 

R5 340名 

R6 334名 
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区分 実施項目 実施内容 担当課 指標 令和４年度の取組内容・成果 令和５年度の取組内容・成果 令和６年度の取組内容・成果 今後の取組予定 

 23 働きやすい職
場づくり 

職員が能力を十分
に発揮できるように
メンタルヘルス研修
等を実施します。 

総務課 ストレスチェ
ックの総合健
康 リ ス ク 値
（ 全 国 平 均 
100） 

目標 － ・ストレスチェック集団分析
を実施し、ストレスが心身の
健康にどれくらい影響がで
ているかを総合的に評価し
た数値である健康リスクが
88であった。全国平均 100よ
り 12ポイント低かった。 

・メンタルヘルス研修会を２
回開催し、120名の職員が参
加した。 

・ストレスチェックの結果が
高ストレス者となった職員
については、産業カウンセラ
ーによる面談を実績した。
(３回９名)  

・新たな生活環境への不安や
ストレス等による離職を防
ぐため、新採用職員を対象に
面談及びケアを実施した。 

・衛生委員会を毎月開催し職
場環境を原因とした事故や
けがが発生しないようにし
た。 

・令和５年度のストレスチェッ
クの集団分析では「総合健康
リスク（全国平均 100）胎内市
は 85」で、令和４年度の 88よ
りリスク状態が低く良い結果
となった。 

・メンタルヘルス研修会として
は、管理監督者向けの「ハラ
スメント防止研修会」を実施
し、グループワークを通じて、
他者との情報共有や部下への
対応について学んだ。 

・令和４年度に発生した新潟県
北部豪雨被害や高病原性鳥イ
ンフルエンザの発生による時
間外勤務の急増や従事に伴う
ストレスが大きかったことか
ら、災害に関連した「心の健
康セミナー」を開催した。 

・衛生委員会では、職員の健康
管理や職場巡視などにより、
公務災の防止について審議
し、働きやすい職場環境の向
上に努めた。 

・令和６年度のストレスチェック
の集団分析の結果は「総合健康リ
スク胎内市は 85（全国平均 100）」
で、令和５年度と同じ数値でスト
レス度は低い判定結果であった。 

・メンタルヘルス研修会としては、
主任以上、係長未満の職員を対象
に「ハラスメント防止研修会」を
実施し、アンガーマネジメントや
事例検討などグループワークを
通じて、他者とのコミュニケーシ
ョンの重要性について改めて学
んだ。 

・時間外勤務状況については、打刻
の実績から在庁時間を明確に把
握し、医師の面接指導の勧奨と健
康管理に努め、過重労働にならな
いよう管理者と連携し時間外勤
務の削減について今後も取り組
んでいく。 

・衛生委員会では、職員の健康管
理、職場巡視、公務災害の防止に
ついて審議を行い、働きやすい職
場環境の向上に努めていく。 

・メンタルヘルス研修会の年１
回以上の実施や、年次有給休
暇等が計画的に取得できるよ
う働きやすい職場の環境づく
りを行います。 

・出退勤時間の管理システムが
導入されたことにより、在庁
時間が明確に把握できるよう
になったことから、打刻の実
績を含めた時間外勤務状況の
把握と長時間勤務に対する医
師の面接指導の勧奨をしつ
つ、時間外勤務の削減方法を
検討する。 

 

R4 総合健康 

リスク値

88 

R5 総合健康 

リスク値

85 

R6 総合健康 

リスク値

85 

 
24 行政評価の深

化 
行政評価を通じて

改善を具現化する手
法を検討し、改善の実
効性を担保します。 

◎総合政策課 
・財政課 

－ 目標 － ・令和４年度の行政評価は、総
合計画に掲げる 29 の施策と
263の事務事業について、担
当課の１次評価、庁内評価委
員会による２次評価を実施
するとともに、一部施策につ
いては市民委員による外部
評価を実施した。 

・評価結果、２次評価所見、外
部評価意見等については、担
当課にフィードバックし、成
果の向上や実施手法の改善
を図るよう求めた。 

・行政評価は、毎年度、継続的
に実施することで、計画、実
施、点検、改善のＰＤＣＡサ
イクルを回している。 

・令和５年度の行政評価は、総
合計画に掲げる 29 の施策と
262 の事務事業について、担
当課の１次評価を行い、庁内
評価委員会による２次評価を
29の施策と 190の事務事業で
実施するとともに、一部施策
については市民委員による外
部評価を実施した。 

・評価結果、２次評価所見、外
部評価意見等については、担
当課にフィードバックし、成
果の向上や実施手法の改善を
図るよう求めた。 

・行政評価は、毎年度、継続的
に実施することで、計画、実
施、点検、改善のＰＤＣＡサ
イクルを回している。 

・令和６年度の行政評価は、総合計
画に掲げる 29の施策と 260の事
務事業について、担当課の１次評
価を行い、庁内評価委員会による
２次評価を 29の施策と 147の事
務事業で実施するとともに、一部
施策については市民委員による
外部評価を実施した。 

・評価結果、２次評価所見、外部評
価意見等については、担当課にフ
ィードバックし、成果の向上や実
施手法の改善を図るよう求めた。 

・行政評価は、毎年度、継続的に実
施することで、計画、実施、点検、
改善のＰＤＣＡサイクルを回し
ている。 

・継続的に行政評価を実施する
ことで、ＰＤＣＡサイクルの
定着を図る。 

・評価のための評価にならない
ことを念頭に置きつつ、他市
の事例も研究しながら、簡素
化できる部分は簡素化し、重
要なところはよりきめ細かく
し、より実効性の確保が図ら
れるよう検討する。 

 

R4 － 

R5 － 

R6 － 

(2)職員の資
質向上に向
けた取組 

25 職員研修の実
施 

職務の遂行に必要
な知識・技能等の習得
や行政サービスの向
上を図るための研修
を実施します。 

総務課 研修の受講者
数（年間） 

目標 － ・階層別研修（新潟県市町村総
合事務組合実施）に新採用 11
名、一般職員１部５名、一般
職員２部５名、主任４名、係
長３名、課長２名 合計 30名
参加し各職務に応じた役割
等について研修を受けた。 

・税務事務基礎研修ほか 14 テ
ーマ専門研修（新潟県市町村
総合事務組合実施）に 19 名
参加し各業務に応じた専門
知識の向上のため研修を受
けた。 

・新発田市との定住自立圏共
同研修に 42名参加した。（ハ
ラスメント防止研修ほか４

・階層別研修（新潟県市町村総
合事務組合実施）に新採用 14
名、一般職員１部４名、一般
職員２部５名、主任５名、係
長 10名、課長７名 合計 45名
参加し各職務に応じた役割等
について研修を受けた。 

・税務事務基礎研修ほか16テー
マ専門研修（新潟県市町村総
合事務組合実施）に 22名参加
し、各業務に応じた専門知識
の向上のため研修を受けた。 

・新発田市・聖籠町との定住自
立圏共同研修に 31 名参加し
た。（ハラスメント防止研修ほ
か４テーマ 23名、新採用研修

・階層別研修（新潟県市町村総合事
務組合実施）に新採用９名、技能
労務職２名、一般職員１部３名、
一般職員２部４名、主任 10名、
係長６名、課長２名 合計 36名参
加し、各職務に応じた役割等につ
いて研修を受けた。 

・税務事務基礎研修ほか 15テーマ
専門研修（新潟県市町村総合事務
組合実施）に 25 名参加し、各業
務に応じた専門知識の向上のた
め研修を受けた。 

・新発田市・聖籠町との定住自立圏
共同研修に 20名参加した。（ハラ
スメント防止研修ほか４テーマ） 

・研修全体で、のべ 655名（重複あ

・新潟県市町村総合事務組合が
実施する階層別、専門研修に、
より多くの職員を受講させス
キルアップを図る。 

・定住自立圏共同研修について
は、積極的に参加してもらえ
るよう引き続き周知を行う。 

・職員の職位又は職種に合わせ
た研修プログラムを検討、実
施する。 

 

R4 91名 

R5 98名 

R6 81名 
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区分 実施項目 実施内容 担当課 指標 令和４年度の取組内容・成果 令和５年度の取組内容・成果 令和６年度の取組内容・成果 今後の取組予定 

テーマ 32名、新採用研修 10
名） 

・研修全体で、のべ 240名が参
加し職員の能力向上等を図
った。 

８名） 
・研修全体で、のべ 582 名（重
複あり）が参加し職員の能力
向上等を図った。 

り）が参加し、職員の能力向上等
を図った。 

 
26 職員による改

善提案の活性
化 

職員からの改善提
案が積極的になされ
るしくみを検討・実施
します。 

◎総務課 
・総合政策課 

改善提案数 
（年間） 

目標 － ・職員の提案に関する規程に
基づく提案が２件ありうち
１件、新採用職員の不安解
消、市民や先輩職員など周囲
からの配慮又はサポートを
促すことを目的に新採用職
員の名札に「試用期間バッ
チ」を着用する提案を採用し
た。 

・職員の提案に関する規程に基
づく提案は特になかったた
め、改善提案が積極的になさ
れるよう検討を重ねた。なお、
令和４年度に採用をした新採
用職員の「試用期間バッチ」
の着用を今後も継続していく
こととした。 

・職員の提案に関する規程に基づ
く提案が２件あり、資源化促進を
目的とした指定ごみ袋の表記名
変更及び開庁時間の短縮を提案
題名とし庁議で話し合いを行っ
た。 

・ＤＸの考え方を取り入れた理想
の働き方や新しい行政サービス
を実現するためのワークショッ
プを実施し職員の提案力の向上
に努めた。[総務課] 

・職員提案については、「職員の
提案に関する規程」に基づき
制度を運用し、改善実績の報
告や提案が積極的になされる
仕組みを引き続き検討する。 

R4 2件 

R5 0件 

R6 2件 

 
27 協働志向型職

員の育成 
市民協働によるま

ちづくりを推進する
ため、研修や地域貢献
活動への参加促進等
により職員の協働意
識を醸成するととも
に、協働で事業に取り
組むことができる人
材を育成します。 

◎総務課 
・総合政策課  

研修等の参加
者数（年間） 

目標 － ・職員に地域活動、ボランティ
ア活動への参加に対する意
識啓発や活動の開催情報を
周知するなど参加するきっ
かけづくりを行い、市民協働
に対する意識の醸成を図っ
た。（参加件数：６件 のべ参
加人数：171名） 

・新採用職員に対し協働につ
いての研修を実施した。 

・事務事業シート内に協同事
業の状況を記入する欄を作
成し、事業内での実施状況や
協同可能な業務の確認・検討
を行った。 

・職員に地域活動、ボランティ
ア活動への参加に対する意識
啓発や活動の開催情報を周知
するなど参加するきっかけづ
くりを行い、市民協働に対す
る意識の醸成を図った。 

（参加件数：８件 のべ参加人
数：138名） 

・採用１～２年目の職員に対し
協働についての研修を実施し
た。 

（参加人数：３名） 

・職員に地域活動、ボランティア活
動への参加に対する意識啓発や
活動の開催情報を周知するなど
参加するきっかけ作りを行い、市
民協働に対する意識の醸成を図
った。 

（参加件数：10件 のべ参加人数：
148名） 

・新採用職員に対し協働について
の研修を実施した。 

 

・職員向け協働研修を引き続き
実施する。 

・ボランティア活動等への意識
啓発や開催情報の周知を行う
など、地域活動等への参加の
きっかけづくりを行い、市民
協働意識の醸成を図ります。 

 

R4 171名 

R5 141名 

R6 148名 

 
28 人事評価制度

の活用 
職員の意欲向上や

人材育成が図られる
よう、人事評価制度を
有効活用します。 

総務課 － 目標 － ・人事評価制度についてプロ
ジェクトチームを開催、制度
を実施しながら課題を整理
し、制度認識や透明性を高め
職員が納得感を得られる制
度構築について、引き続き検
討を重ねることとした。 

・プロジェクトチームで制度認
識や透明性を高め職員が納得
感を得られる制度構築につい
て検討を行い、報告書を提出
した。 

・制度運用の変更について全職員
対象に説明会を行い、評価者への
研修会を行った。 

・職員の意欲向上や人材育成が
図られるよう、引き続き現制
度で運用する。 

・制度見直し後の運用につい
て、職員の意見を聴取しつつ
課題の整理及び分析を実施す
る。 

・人事評価の意義や運用のされ
方の共有のため、被評価者を
対象とした研修を実施する。 

R4 － 

R5 － 

R6 － 

(3)自治体Ｄ
Ｘの推進に
よる業務の
効率化 

29 自治体ＤＸの
推進 

デジタル技術を活
用して業務の効率化
や手続のオンライン
化を進めます。 

総合政策課 － 目標 － ・インターネット経由で、住民
票、戸籍、税の証明等の申請
が可能となる電子申請シス
テムの導入に向けた検討を
行った。 

・住民情報、税、年金、児童手
当など 20 業務で国の標準レ
イアウトに基づいた標準化
システム導入に向けた検討
を行った。 

・内部情報システム（電子決
裁、庶務事務、文書管理）を
10月から導入した。 

・電子決済システム導入に向
けた検討及び準備を行った。 

・電子申請システムを導入し、
住民票・戸籍・税関係の証明
書をインターネットから申請
受付を開始したほか、各種イ
ベント・講座の参加申込みに
ついても活用を図った。 

・除雪管理システムを導入し、
地図上で除雪路線の状況確認
ができるサービスを開始し
た。 

・業務効率化のため生成ＡＩを
導入した。 

・市民生活課において、「書かない
窓口」の運用を 10月から開始し、
福祉介護課、こども支援課、税務
課についても 12 月から実施し
た。 

・デマンドタクシー「のれんす号」
において、４月からＡＩを利用し
たデマンドシステムを導入した。 

・音声文字化システムの導入を実
施した。 

・総務省と地方公共団体金融機構
の共同事業（地方公共団体の経
営・財務マネジメント強化事業）
を利用し、職員向けのＤＸ研修を
実施した。 

・住民票、印鑑証明書のコンビニ交
付を令和７年２月から導入した。 

・令和７年度中に、ＤＸ推進に
係る指針を策定し、市の方針
を明確にした上で、持続的な
行政サービスの向上と業務改
善に向けたＤＸの推進体制の
構築を図る。 

・令和７年度基幹系システムの
標準化運用を開始予定であ
る。 

R4 － 

R5 － 

R6 － 
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区分 実施項目 実施内容 担当課 指標 令和４年度の取組内容・成果 令和５年度の取組内容・成果 令和６年度の取組内容・成果 今後の取組予定 

30 個 人 情 報 保
護・情報セキ
ュリティ対策
の強化 

積極的に情報発信
を行う一方で、情報セ
キュリティ点検・監査
を実施するなど、個人
情報保護と情報セキ
ュリティ対策の強化
を進めます。 

◎総合政策課 
・総務課 

情報セキュリ
ティ点検の実
施回数（年間） 

目標 1回 ・情報セキュリティ研修（ｅラ
ーニングによる研修）を実施
し各職員の情報セキュリテ
ィに対する意識の向上を図
った。（R4.10～12） 

・情報セキュリティポリシー
ガイドラインを改定した。 

・情報セキュリティ点検・情報
セキュリティ監査を実施し
ガイドラインの運用の徹底
を確認した。 

・新たに「胎内市個人情報の保
護に関する法律施行条例」が
制定したことに合わせ、全職
員を対象に研修を行った。 

・情報セキュリティ研修（ｅラ
ーニングによる研修）を実施
し職員の情報セキュリティに
対する意識の向上を図った。 

・情報セキュリティポリシーに基
づく情報セキュリティ点検を実
施し、職員の情報セキュリティに
対する意識の向上を図った。 

・情報セキュリティ研修（ｅラ
ーニングによる研修）を実施
し、職員の情報セキュリティ
に対する意識の向上を図る。 

・情報セキュリティ点検・情報
セキュリティ監査及び自己点
検を毎年着実に実施し、胎内
市情報セキュリティポリシー
の運用の徹底を図ります。ま
た、ＰＤＣＡサイクルにより
評価・見直しを行い情報資産
の機密性・完全性及び可用性
を維持するための対策を図
る。 

R4 1回 

R5 0回 

R6 1回 

 


